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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指ᶆ等の᥎⛣】

ᅇḟ
第149期

第３四半期
連結累計期間

第150期
第３四半期
連結累計期間

第149期

会計期間
自 平成25年４月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日

上㧗 （ⓒ） 153�0�7 159�046 207�470

経ᖖ利益又は経ᖖ損ኻ（ڹ） （ⓒ） 652ڹ 232ڹ 62

四半期（当期）⣧利益
又は四半期⣧損ኻ（ڹ）

（ⓒ） 164 2�107ڹ 2�0

四半期包括利益又は包括利益 （ⓒ） 1�670 1�091ڹ 326

⣧㈨⏘㢠 （ⓒ） 56��61 54�726 55�5�6

⥲㈨⏘㢠 （ⓒ） 271�217 262�742 25��599

１株当たり四半期（当期）⣧利益
金㢠又は四半期⣧損ኻ金㢠（ڹ）

（） 0.4� 6.17ڹ 0.�2

₯在株式ㄪ整ᚋ１株当たり
四半期（当期）⣧利益金㢠

（） 㸫 㸫 㸫

自ᕫ㈨本比⋡ （㸣） 19.9 19.7 20.4

　

ᅇḟ
第149期

第３四半期
連結会計期間

第150期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日

至 平成26年12月31日

１株当たり四半期⣧利益金㢠 （） 2.37 0.07

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指ᶆ等の᥎⛣については記載し

ておりません。

２ 上㧗には、ᾘ㈝⛯等は含まれておりません。

３ 第150期第３四半期連結累計期間の₯在株式ㄪ整ᚋ１株当たり四半期⣧利益金㢠については、１株あたり四

半期⣧損ኻであり、また、₯在株式がᏑ在しないため記載しておりません。

４ 第149期第３四半期連結累計期間及び第149期の₯在株式ㄪ整ᚋ１株当たり四半期（当期）⣧利益金㢠につい

ては、₯在株式がᏑ在しないため記載しておりません。

２ 【事業の内ᐜ】

当第３四半期連結累計期間において、当社ࣝࢢーࣉ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

ᐜに重要なኚ᭦はありません。

また、主要な関係会社についても␗ືはありません。
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第㸰 【業の≧況】

１ 【事業等のࣜࢡࢫ】

当第３四半期連結累計期間におࡅる、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の࠺

ち、ᢞ㈨者の判断に重要なᙳ㡪を及ࡰすྍ⬟ᛶのある事項のⓎ⏕又は๓事業年度の有౯証券報告書に記載した「事

業等のࣜࢡࢫ」についての重要なኚ᭦はありません。

なお、重要事象等はᏑ在しておりません。

２ 【経営上の重要なዎ⣙等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要なዎ⣙等は行われておりません。

３ 【財政状態、経営成績及びࢩࢵࣕ࢟ュ࣭ࣟࣇーの状況の分析】

文中のᑗ᮶に関する事項は、当四半期連結会計期間のᮎ日現在において当社ࣝࢢーࣉ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間は、主ຊ分㔝であるὒ紙事業において、ᾘ㈝ቑ⛯ᚋの㟂要ᅇの㊊取りは重ࡃ、手

製紙ྛ社はሬᕤ紙を中ᚰにῶ⏘を実施、当社も๓期に引き続きῶ⏘య制を⥅続するな、当社ࣝࢢーࣉを取りᕳࡃ

⎔ቃは㠀ᖖにཝしい状況で᥎⛣いたしました。このよ࠺な状況ୗ、当社ࣝࢢーࣉは４月１日にඵᡞᕤ場と関連子会

社の事業を⦅、ࣆ࣭࣒࢚ー࣭࣭࣒࢚࢜ペレーࣥࣙࢩ株式会社をタ立し業務㞟⣙をはかるとともに、㸶月にはᕼᮃ

㏥職を実施しປ務㈝の๐ῶをはかることにより、益基┙のᙉ化にດめてまいりました。

紙࣭ࣉࣝࣃ事業につきましては、ᾘ㈝ቑ⛯のືが長引いたこと等により印刷用紙の㈍ᩘ㔞はῶᑡしましたも

のの、㈍金㢠は౯᱁ಟ正ຠᯝ等もありቑຍいたしました。

。用紙等の㈍ቑにより㈍金㢠はቑຍいたしましたࢺࢵ࢙ジࢡࣥ、事業につきましてはࢢージ࣓ࣥ

ᶵ⬟ᮦ事業につきましては、不⧊ᕸのỈฎ理⭷用ᨭᣢయ、自ື㌴用ࣕ࢟ビࣥࣝࣇター、࣓ࣜࣛࢺデ等の

㈍ቑにより㈍金㢠はቑຍいたしました。

この結ᯝ、当第３四半期連結累計期間の連結上㧗は1�590൨４千㸴ⓒ（๓年同四半期比3.9㸣ቑ）となりま

した。益㠃では๓㏙のඵᡞᕤ場ᵓ㐀ᨵ㠉、ᕼᮃ㏥職の実施によるປ務㈝をはじめとするᅛ定㈝の๐ῶࡸᕤ場の⏕

⏘ᛶྥ上等により損益のᨵၿにດめましたものの、安による原⇞ᩱ౯᱁の㧗㦐、ὒ紙のῶ⏘య制のᙉ化等のཝし

い⎔ቃኚ化により、２൨３千２ⓒの連結経ᖖ損ኻ（๓年同四半期は連結経ᖖ損ኻ㸴൨㸳千２ⓒ）となりま

した。⣧利益ẁ㝵につきましては、ᕼᮃ㏥職にかかるቑ㏥職金等の㈝用を≉別損ኻに計上したため、21൨７ⓒ

の連結四半期⣧損ኻとなりました。
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。の業績を示すと、ḟのとおりでありますࢺ࣓ࣥࢢࢭ

事業ࣉࣝࣃ紙࣭ۑ

主ຊ製品である印刷用紙につきましては、ᾘ㈝ቑ⛯のືが長引いたこと等により㈍ᩘ㔞はῶᑡしたものの、

報用紙につきましては㹎㹎㹁用紙がሀㄪに᥎⛣したことࡸ、⏘業用ࢡࣥジࢺࢵ࢙用紙等の㍺出に注ຊしたこと

により㈍ᩘ㔞がቑຍいたしました。㈍金㢠は౯᱁ಟ正ຠᯝもありቑຍいたしました。

Ḣᕞ子会社におきましては、主ຊ製品のࣀー࢝ーࣥ࣎紙及びឤ⇕紙の㈍ᩘ㔞がᅇし㈍金㢠もቑຍいたしま

した。

この結ᯝ、当第３四半期連結累計期間の紙࣭ࣉࣝࣃ事業の上㧗は1�233൨４ⓒ（๓年同四半期比3.5㸣ቑ）、

15൨㸶千㸶ⓒの営業損ኻ（๓年同四半期は営業損ኻ20൨３千㸴ⓒ）となりました。

なお、般のᛴ⃭な安㐍行による原⇞ᩱ౯᱁の㧗㦐をཷࡅ、平成27年２月１日出Ⲵ分からの製品౯᱁ᨵ定をᡴ

ち出しました。

事業ࢢージ࣓ࣥۑ

国内ᕷ場におきましては、ࢡࣥジࢺࢵ࢙用紙ࡸ印刷製∧ᮦᩱの㟂要がప㏞しましたが、┿ឤගᮦᩱがሀㄪに

᥎⛣し、㈍金㢠は๓期୪ࡳとなりました。

ᾏእᕷ場におきましては、┿ឤගᮦᩱが➇த⃭化にక࠺ᕷ場⎔ቃᝏ化のᙳ㡪をཷࡅましたが、ࢡࣥジࢺࢵ࢙

用紙の㈍がዲㄪに᥎⛣し、㈍金㢠はቑຍいたしました。

この結ᯝ、当第３四半期連結累計期間の࣓ージࣥࢢ事業の上㧗は323൨㸷千（๓年同四半期比4.�㸣ቑ）、

営業利益は㸶൨１千と、๓年同四半期に比べ１൨４ⓒቑຍいたしました。

ᶵ⬟ᮦ事業ۑ

不⧊ᕸにつきましては、Ỉฎ理⭷用ᨭᣢయをはじめとする主要製品の㈍がఙび、ࣝࣇターにつきましては、

自ື㌴用ࣕ࢟ビࣥࣝࣇターࡸᐙ電ྥࡅのᣑ㈍、࣓ࣜࣛࢺデにつきましては、ᾏእྥࡅの㈍のఙ長により、

それࡒれ㈍金㢠はቑຍいたしました。

化Ꮫ紙につきましては、ᘓᮦ用途の化⢝ᯈ原紙の㈍ῶにより、㈍金㢠はῶᑡいたしました。

この結ᯝ、当第３四半期連結累計期間のᶵ⬟ᮦ事業の上㧗は124൨㸶千２ⓒ（๓年同四半期比6.0㸣ቑ）、営

業利益は４൨１千と、๓年同四半期に比べ２൨３千１ⓒቑຍいたしました。

その他ۑ

その他につきましては、ᗜ࣭運㏦関連子会社、ᕤ務関連子会社の上㧗ῶᑡ等により、当第３四半期連結累計

期間の上㧗は115൨㸶ⓒ（๓年同四半期比3.0㸣ῶ）、営業利益は２൨㸴千７ⓒと、๓年同四半期に比べ１

千１ⓒῶᑡいたしました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間ᮎの㈨⏘は、現金及び㡸金、ཷ取手ᙧ及び金のቑຍ等により๓連結会計年度ᮎに

比べ41൨４千３ⓒቑຍし、2�627൨４千２ⓒとなりました。

㈇മは、長期借入金はῶᑡいたしましたものの、短期借入金、ᨭᡶ手ᙧ及び㈙金のቑຍ等により๓連結会計年

度ᮎに比べ50൨３ⓒቑຍし、2�0�0൨１千㸴ⓒとなりました。

⣧㈨⏘は、利益వ金のῶᑡ等により๓連結会計年度ᮎに比べ㸶൨㸴千ῶᑡし、547൨２千㸴ⓒとなり

ました。

自ᕫ㈨本比⋡は、๓連結会計年度ᮎに比べ0.7ࢺ࣏ࣥῶᑡし、19.7㸣となりました。

(3) 事業上及び財務上の対ฎすべきㄢ㢟

当第３四半期連結累計期間において、当社ࣝࢢーࣉ（当社及び当社の関係会社）の事業上及び財務上の対ฎすべ

きㄢ㢟に重要なኚ᭦及び新たに⏕じたㄢ㢟はありません。

なお、当社は財務及び事業の᪉㔪の決定をᨭ㓄する者の在り᪉に関する基本᪉㔪を定めており、その内ᐜ等（会

社法施行規๎第11�条第３号に掲げる事項）はḟのとおりであります。

ۑ 会社のᨭ㓄に関する基本᪉㔪

ձ 基本᪉㔪の内ᐜ

当社は、当社が⏕ࡳ出した利益を株主のⓙᵝに㑏ඖしていࡃことで業౯್ないし株主のⓙᵝඹ同の利益を

最化することを本分とし、ᕷ場におࡅる自⏤な取引を通じ当社株主となられた᪉ࠎにおᨭ࠼いたࡃࡔことを

原๎としつつも、当社の⥲㆟決ᶒの20㸣以上の㆟決ᶒを有する株式（以ୗ「ᨭ㓄株式」といいます）の取ᚓを

目指す者及びそのࣝࢢーࣉの者（以ୗ「㈙者等」といいます）によるᨭ㓄株式の取ᚓにより、このよ࠺な当

社の業౯್又は株主のⓙᵝඹ同の利益がẋ損されるおそれがᏑする場ྜには、かかる㈙者等は当社の財務

及び事業の᪉㔪の決定をᨭ㓄する者として不適ษであるものとして、法௧及び定Ḱによってチᐜされる限度に

おいて、当社の業౯್及び株主のⓙᵝඹ同の利益の☜保࣭ྥ上のための┦当なᥐ⨨をㅮじることをその基本

᪉㔪といたします。

ղ 基本᪉㔪の実現に㈨する≉別な取⤌ࡳ

当社は、「第１ḟ中期経営計⏬」等を⟇定し、社をᣲげて取り⤌んでおり、業౯್ないし株主のⓙᵝඹ同

の利益をᏲってまいります。また、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥのᚭᗏࡸ⎔ቃ㈉⊩施⟇の取⤌ࡳを行い、㢳ᐈ、株主、ᆅ

ᇦ社会その他関係者のⓙᵝからの信㢗にᛂ࠼ていࡃ業を目指してまいります。

　5　



ճ 基本᪉㔪に照らして不適ษな者によって当社の財務及び事業の᪉㔪の決定がᨭ㓄されることを㜵Ṇするための取

ࡳ⤌

当社は、平成25年㸳月29日㛤ദの取締役会において、基本᪉㔪に照らして不適ษな者によって当社の財務及

び事業の᪉㔪の決定がᨭ㓄されることを㜵Ṇするための取⤌ࡳの一つとして、平成22年㸴月29日㛤ദの当社第

145ᅇ定時株主⥲会において株主のⓙᵝのࡈᢎ認をいたࡔいた࠼࠺で⥅続していた当社株式の規ᶍ㈙行Ⅽに

関する対ᛂ᪉㔪（以ୗ「ᪧࣥࣛࣉ」といいます）につき、所要のኚ᭦を行った࠼࠺で⥅続することを決㆟し

（以ୗ、かかるኚ᭦ᚋのࣥࣛࣉを「本ࣥࣛࣉ」といいます）、平成25年㸴月27日㛤ദの当社第14�ᅇ定時株主⥲会

において、株主のⓙᵝのࡈᢎ認をいたࡔきました。また、当社は、上記⥅続にకい、独立ጤ員会ጤ員として、

ᚑ๓と同ᵝ、∦ᒸ⩏ᗈ氏、品ᕝ▱ஂ氏、➉原┦ග氏の３氏を㑅任いたしました。

本ࣥࣛࣉのᴫ要は、以ୗに記載のとおりですが、ヲ⣽につきましては、当社࣍ー࣒ページに掲載の平成25年

㸳月29日ࣉࡅレࣜࣜࢫーࢫ「当社株式の規ᶍ㈙行Ⅽに関する対ᛂ᪉㔪（㈙㜵⾨⟇）の一部ኚ᭦及び⥅

続に関するお▱らせ」をࡈ覧ୗさい。

（ཧ⪃㹓㹐㹊㸸http���ZZZ.mpm.FR.Mp�ir�librar\�pdI�2013�20130529.pdI）

の目的ࣥࣛࣉ本．

本ࣥࣛࣉは、規ᶍ㈙者に対して事๓に必要な報の提供及び⪃៖᳨࣭ウのための期間を☜保することを

ồめることによって、当ヱ規ᶍ㈙行Ⅽにᛂじるべきかྰかを株主のⓙᵝが適ษに判断されること、取締役

会が、独立ጤ員会の່告をཷࡅて当ヱ規ᶍ㈙行Ⅽに対する㈶ྰのពぢ又は代᭰を株主のⓙᵝに対して提

示すること、あるいは、株主のⓙᵝのために規ᶍ㈙者と΅を行࠺こと等をྍ⬟とし、もって基本᪉㔪に

照らして不適ษな者によって当社の財務及び事業の᪉㔪の決定がᨭ㓄されることを㜵Ṇし、当社の業౯್な

いし株主のⓙᵝඹ同の利益の☜保࣭ྥ上を実現することを目的とします。

ࣟ．本ࣥࣛࣉに基づࡃ対ᢠᥐ⨨のⓎືに係る手続

(a) 対象となる規ᶍ㈙行Ⅽ

当社株式に関して、要、ḟの１）から３）までのいࡎれかにヱ当する行Ⅽⱝしࡃはそのྍ⬟ᛶがある行

Ⅽがなされ、又はなされよ࠺とする場ྜに、本ࣥࣛࣉに基づࡃ対ᢠᥐ⨨がⓎືされる場ྜがあります。

１）当社の株券等に関する当社の≉定の株主の株券等保有ྜ（金融商品取引法第27条の23第４項に定⩏さ

れる株券等保有ྜをいいます。以ୗ同じとします）が20㸣以上となる取ᚓ

２）当社の株券等に関する当社の≉定の株主の株券等所有ྜ（金融商品取引法第27条の２第㸶項に定⩏さ

れる株券等所有ྜをいいます。以ୗ同じとします）とその≉別関係者の株券等所有ྜとのྜ計が20

㸣以上となる取ᚓ

３）当社の≉定の株主が、当社の他の株主との間で当社の株券等のඹ同保有者にヱ当するに至るよ࠺なྜព

その他の行Ⅽ、又はかかる両株主の間にᨭ㓄関係ⱝしࡃはඹ同ないし༠ㄪして行ືする関係を樹立する

行Ⅽ（たࡔし、当ヱ両株主の株券等保有ྜのྜ計が20㸣以上となる場ྜに限ります）
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(b) 規ᶍ㈙者に対する報提供要ồ

規ᶍ㈙者には、規ᶍ㈙行Ⅽの㛤ጞ又は実行に先立ち、ពྥ表明書及び規ᶍ㈙報を提出࣭提

供していたࡔきます。

(F) 取締役会ホ౯期間のタ定等

取締役会は、対౯を現金（㈌）のࡳとする公㛤㈙ࡅによる当社のての株券等の㈙ࡅが行われる場

ྜには最長60日間、それ以እの態ᵝによる規ᶍ㈙行Ⅽの場ྜには最長90日間の期間を、取締役会ホ౯期

間としてタ定し、当社の業౯್ないし株主のⓙᵝඹ同の利益の☜保࣭ྥ上のほ点から、ᅗされている

規ᶍ㈙行Ⅽに関してホ౯、᳨ウ、ពぢᙧ成、代᭰立及び規ᶍ㈙者との΅を行࠺ものとします。

(d) 独立ጤ員会の່告及び取締役会による決㆟

独立ጤ員会は、規ᶍ㈙者が規ᶍ㈙ࣝーࣝにつき重要な点において㐪した場ྜで、取締役会がそ

の正を当ヱ規ᶍ㈙者に対して要ồしたᚋ㸳営業日以内に当ヱ㐪が正されない場ྜには、原๎とし

て、取締役会に対して、規ᶍ㈙行Ⅽに対する対ᢠᥐ⨨のⓎືを່告します。

他᪉、規ᶍ㈙者が規ᶍ㈙ࣝーࣝを㑂Ᏺした場ྜ、独立ጤ員会は、原๎として、取締役会に対し

て、規ᶍ㈙行Ⅽに対する対ᢠᥐ⨨の不Ⓨືを່告しますが、規ᶍ㈙ࣝーࣝが㑂Ᏺされている場ྜで

あっても、当ヱ規ᶍ㈙者がいわࡺるࣜࢢー࣓ࣥࣛーである場ྜ等一定の事を有していると認められ

る者である場ྜには、取締役会に対して、対ᢠᥐ⨨のⓎືを່告します。

取締役会は、独立ጤ員会の່告を最限ᑛ重した࠼࠺で、対ᢠᥐ⨨のⓎື又は不Ⓨືその他必要な決㆟を

行࠺ものとします。

(e) 対ᢠᥐ⨨のලయ的内ᐜ

当社が本ࣥࣛࣉに基づきⓎືする規ᶍ㈙行Ⅽに対する対ᢠᥐ⨨は、原๎として、新株ண⣙ᶒの↓ൾ

当てによるものとします。
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の≉ᚩࣥࣛࣉ本．ࣁ

(a) 基本᪉㔪の制定

本ࣥࣛࣉは、当社の財務及び事業の᪉㔪の決定をᨭ㓄する者の在り᪉に関する基本᪉㔪を制定した࠼࠺で、

ᑟ入されたものです。

(b) 独立ጤ員会のタ⨨

当社は、本ࣥࣛࣉの必要ᛶ及び┦当ᛶを☜保するために独立ጤ員会をタ⨨し、取締役会が対ᢠᥐ⨨をⓎື

する場ྜは、その判断の公正をᢸ保し、ୟつ、取締役会のព的な判断を㝖するために、独立ጤ員会の່

告を最限ᑛ重するものとしています。

(F) 株主⥲会におࡅる本ࣥࣛࣉのᢎ認

本ࣥࣛࣉによる㈙㜵⾨⟇の⥅続につきましては、平成25年㸴月27日㛤ദの第14�ᅇ定時株主⥲会におい

て、株主のⓙᵝのࡈᢎ認をいたࡔきました。

(d) 適時㛤示

取締役会は、本ࣥࣛࣉ上必要な事項について、適用ある法௧等及び金融商品取引所規๎にᚑって、適時適

ษな㛤示を行います。

(e) 本ࣥࣛࣉの有ຠ期間

本ࣥࣛࣉの有ຠ期間は、平成25年㸴月27日㛤ദの第14�ᅇ定時株主⥲会終了ᚋ３年以内に終了する事業年度

の࠺ち最終のものに関する定時株主⥲会の終結時までとしております。

のᙳ㡪株主のⓙᵝ．ࢽ

(a) ᪧࣥࣛࣉの本ࣥࣛࣉのᨵ定時におࡅる株主のⓙᵝのᙳ㡪

ᪧࣥࣛࣉの本ࣥࣛࣉのᨵ定時には、株主のⓙᵝの法的ᶒ利及び経῭的利益に直᥋ලయ的なᙳ㡪を࠼て

おりません。

(b) 新株ண⣙ᶒのⓎ行時に株主のⓙᵝ࠼るᙳ㡪

対ᢠᥐ⨨として新株ண⣙ᶒの↓ൾ当てが行われた場ྜにおいても、株主のⓙᵝが保有する当社株式１株

当たりの౯್のᕼ㔘化は⏕じるものの、株主のⓙᵝが保有する当社株式యの౯್のᕼ㔘化は⏕じないこと

から、株主のⓙᵝの法的ᶒ利及び経῭的利益に対して直᥋的ලయ的なᙳ㡪を࠼ることは定しておりませ

ん。たࡔし、本ࣥࣛࣉの定めるእ事⏤ヱ当者については、対ᢠᥐ⨨がⓎືされた場ྜ、結ᯝ的に、その法

的ᶒ利又は経῭的利益にఱらかのᙳ㡪が⏕じるྍ⬟ᛶがあります。
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մ 上記の取⤌ࡳに対する取締役会の判断及びその判断に係る理⏤

上記ղに記載した、基本᪉㔪の実現に㈨する≉別な取⤌ࡳは、当社の業౯್ないし株主のⓙᵝඹ同の利益を

㧗めるためのලయ的᪉⟇であり、まさに当社の基本᪉㔪にἢ࠺ものと⪃࠼ます。

また、当社取締役会は、๓記ճ記載のとおり、本ࣥࣛࣉは業౯್ないし株主のⓙᵝඹ同の利益の☜保࣭ྥ

上とい࠺目的をもってᑟ入されたものであり、基本᪉㔪にἢ࠺ものと⪃࠼ます。≉に本ࣥࣛࣉは、１）株主⥲会

において本ࣥࣛࣉをᗫṆする᪨の㆟がᢎ認された場ྜにはその時点でᗫṆされるものとしており、そのᏑ続が

株主のⓙᵝのពᛮにかからしめられている点において株主のⓙᵝのࡈពᛮを重どしていること、２）独立ᛶの㧗

い独立ጤ員会のタ⨨をక࠺ものであり、対ᢠᥐ⨨のⓎືに㝿しては必ࡎ独立ጤ員会の່告を経る⤌ࡳとなって

いること、３）対ᢠᥐ⨨のⓎື、不Ⓨື又は中Ṇに関する判断の㝿に拠るべき基準がタࡅられていること等か

ら、当社取締役会としては、本ࣥࣛࣉは当社の業౯್ないし株主のⓙᵝඹ同の利益を損な࠺ものではなࡃ、当

社の会社役員のᆅの⥔ᣢを目的とするものではないと⪃࠼ております。

(4) ◊✲㛤Ⓨάື

当第３四半期連結累計期間の◊✲㛤Ⓨ㈝の⥲㢠は７൨７千２ⓒであります。

(5) ᚑ業員ᩘ

ձ 連結会社の状況

当第３四半期連結累計期間において、連結会社のᚑ業員ᩘにⴭしいቑῶはありません。

ղ 提出会社の状況

提出会社のᚑ業員が当第３四半期累計期間において、4�7名ῶᑡしておりますが、主として紙࣭ࣉࣝࣃ事業にお

。出ྥ࣭㌿⡠によるものです࠺株式会社の分社化にకࣥࣙࢩペレー࣭࣒࢚࢜ー࣭ࣆ࣭࣒࢚るࡅ

(6) ⏕⏘、ཷ注及び㈍の実績

当第３四半期連結累計期間において、⏕⏘、ཷ注及び㈍の実績にⴭしいቑῶはありません。

(7) 主要なタ備

当第３四半期連結累計期間において、主要なタ備のⴭしいኚື及び主要なタ備の๓連結会計年度ᮎにおࡅる計⏬

のⴭしいኚ᭦はありません。
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第㸱 【ᥦฟ♫の≧況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の⥲ᩘ等】

ձ 【株式の⥲ᩘ】

✀類 Ⓨ行ྍ⬟株式⥲ᩘ(株)

ᬑ通株式 900�000�000

計 900�000�000

ղ 【Ⓨ行῭株式】

✀類

第３四半期会計期間ᮎ

現在Ⓨ行ᩘ(株)

(平成26年12月31日)

提出日現在

Ⓨ行ᩘ(株)

(平成27年２月13日)

上場金融商品取引所

名又はⓏ㘓認ྍ金融

商品取引業༠会名

内ᐜ

ᬑ通株式 342�5�4�332 342�5�4�332
東京証券取引所
(ᕷ場第一部)

༢ඖ株式ᩘは1�000株であり
ます。

計 342�5�4�332 342�5�4�332 㸫 㸫

(2) 【新株ண⣙ᶒ等の状況】

ヱ当事項はありません。

(3) 【行౯㢠ಟ正条項新株ண⣙ᶒ社മ券等の行状況等】

ヱ当事項はありません。

(4) 【の内ᐜࣥࣛࣉࢶࣛ】

ヱ当事項はありません。

(5) 【Ⓨ行῭株式⥲ᩘ、㈨本金等の᥎⛣】

年月日

Ⓨ行῭株式

⥲ᩘቑῶᩘ

(株)

Ⓨ行῭株式

⥲ᩘṧ㧗

(株)

㈨本金ቑῶ㢠

(ⓒ)

㈨本金ṧ㧗

(ⓒ)

㈨本準備金

ቑῶ㢠

(ⓒ)

㈨本準備金

ṧ㧗

(ⓒ)

平成26年12月31日 㸫 342�5�4�332 㸫 32�756 㸫 7�523

(6) 【株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【㆟決ᶒの状況】

当第３四半期会計期間ᮎ日現在の「㆟決ᶒの状況」については、株主名⡙の記載内ᐜが☜認できࡎ、記載する

ことができませんので、直๓の基準日（平成26年㸷月30日）に基づࡃ株主名⡙により記載しております。

ձ 【Ⓨ行῭株式】

平成26年㸷月30日現在

区分 株式ᩘ(株) ㆟決ᶒのᩘ(ಶ) 内ᐜ

↓㆟決ᶒ株式 㸫 㸫 㸫

㆟決ᶒ制限株式（自ᕫ株式等） 㸫 㸫 㸫

㆟決ᶒ制限株式（その他） 㸫 㸫 㸫

㆟決ᶒ株式（自ᕫ株式等）

（自ᕫ保有株式）
㸫 㸫

　ᬑ通株式 5�9�000

（┦保有株式）
㸫 㸫

　ᬑ通株式 312�000

㆟決ᶒ株式（その他） 　ᬑ通株式 340�332�000 340�332 㸫

༢ඖᮍ‶株式 　ᬑ通株式 1�351�332 㸫 㸫

Ⓨ行῭株式⥲ᩘ 342�5�4�332 㸫 㸫

⥲株主の㆟決ᶒ 㸫 340�332 㸫

(注) 「༢ඖᮍ‶株式」ḍのᬑ通株式には、当社所有の自ᕫ株式926株及びරᗜࢡレー株式会社所有の┦保有株

式500株が含まれております。

ղ 【自ᕫ株式等】

平成26年㸷月30日現在

所有者の氏名

又は名⛠
所有者のఫ所

自ᕫ名⩏

所有株式ᩘ

(株)

他人名⩏

所有株式ᩘ

(株)

所有株式ᩘ

のྜ計

(株)

Ⓨ行῭株式

⥲ᩘに対する

所有株式ᩘ

のྜ(㸣)

（自ᕫ保有株式）

　三菱製紙株式会社 東京都墨田区両国二丁
目10番14号

5�9�000 㸫 5�9�000 0.17

（┦保有株式）

　රᗜࢡレー株式会社 රᗜ┴⚄ᓮ㒆⚄Ἑ町比
ᘏ4�番ᆅの１

312�000 㸫 312�000 0.09

計 㸫 901�000 㸫 901�000 0.26

(注) １ 株主名⡙上は当社名⩏となっておりますが、実質的に所有していない株式が1�000株(㆟決ᶒ１ಶ)あり

ます。なお、当ヱ株式ᩘは上記「Ⓨ行῭株式」の「㆟決ᶒ株式(その他)」ḍのᬑ通株式に含まれて

おります。

２ 当第３四半期会計期間ᮎ日現在の当社が所有する自ᕫ株式ᩘは、594�000株（༢ඖᮍ‶株式ᩘ107株を㝖

。であります（ࡃ

２ 【役員の状況】

ヱ当事項はありません。
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第㸲 【⤒⌮の≧況】

１．四半期連結財務諸表の作成᪉法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用ㄒ、ᵝ式及び作成᪉法に関する規๎」（平成19年内㛶ᗓ௧

第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューをཷࡅております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(༢㸸ⓒ)

๓連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

㈨⏘の部

ὶື㈨⏘

現金及び㡸金 ��3�2 9�54�

ཷ取手ᙧ及び金 42�424 ͤ２ 50�521

商品及び製品 33�232 33�533

品 ��265 ��437

原ᮦᩱ及び㈓ⶶ品 10�3�2 9�732

その他 6�905 ��112

貸ಽ引当金 264ڹ 302ڹ

ὶື㈨⏘ྜ計 109�32� 119�5�3

ᅛ定㈨⏘

有ᙧᅛ定㈨⏘

ᘓ≀及びᵓ⠏≀（⣧㢠） 31�650 30�1�0

ᶵᲔ⨨及び運ᦙල（⣧㢠） 64�25� 60�694

ᅵᆅ 23�19� 22�924

ᘓタ௬຺定 1�107 1�100

その他（⣧㢠） 3�5�9 3�243

有ᙧᅛ定㈨⏘ྜ計 123��05 11��143

↓ᙧᅛ定㈨⏘

その他 33� 302

↓ᙧᅛ定㈨⏘ྜ計 33� 302

ᢞ㈨その他の㈨⏘

ᢞ㈨有౯証券 20�22� 20�107

㏥職⤥に係る㈨⏘ 471 515

その他 5�4�1 5�106

貸ಽ引当金 1�055ڹ 1�016ڹ

ᢞ㈨その他の㈨⏘ྜ計 25�127 24�712

ᅛ定㈨⏘ྜ計 149�271 143�15�

㈨⏘ྜ計 25��599 262�742
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(༢㸸ⓒ)

๓連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

㈇മの部

ὶື㈇മ

ᨭᡶ手ᙧ及び㈙金 26�014 ͤ２ 29�61�

短期借入金 73�903 7��211

ᮍᡶ法人⛯等 390 236

その他 14���5 ͤ２ 15�273

ὶື㈇മྜ計 115�194 123�340

ᅛ定㈇മ

長期借入金 74�417 71�943

ཌ⏕年金基金ゎᩓ損ኻ引当金 206 115

㏥職⤥に係る㈇മ ���72 ��213

㈇ののれん 30 㸫

その他 4�291 4�403

ᅛ定㈇മྜ計 �7��1� �4�676

㈇മྜ計 203�012 20��016

⣧㈨⏘の部

株主㈨本

㈨本金 32�756 32�756

㈨本వ金 7�523 7�523

利益వ金 9�164 7�312

自ᕫ株式 141ڹ 142ڹ

株主㈨本ྜ計 49�302 47�449

その他の包括利益累計㢠

その他有౯証券ホ౯ᕪ㢠金 2��04 3�67�

Ⅽ᭰算ㄪ整຺定 1�576 1�435

㏥職⤥に係るㄪ整累計㢠 924ڹ �79ڹ

その他の包括利益累計㢠ྜ計 3�456 4�235

ᑡᩘ株主ᣢ分 2��27 3�041

⣧㈨⏘ྜ計 55�5�6 54�726

㈇മ⣧㈨⏘ྜ計 25��599 262�742
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(༢㸸ⓒ)
๓第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

上㧗 153�0�7 159�046

上原౯ 132�202 137�63�

上⥲利益 20���5 21�40�

㈍㈝及び一般管理㈝ 21�712 21�521

営業損ኻ（ڹ） �27ڹ 113ڹ

営業እ益

ཷ取利ᜥ 52 75

ཷ取㓄当金 512 463

ཷ取保㝤金 300 49

Ⅽ᭰ᕪ益 7�� �96

その他 591 607

営業እ益ྜ計 2�246 2�092

営業እ㈝用

ᨭᡶ利ᜥ 1��62 1�901

その他 209 310

営業እ㈝用ྜ計 2�071 2�212

経ᖖ損ኻ（ڹ） 652ڹ 232ڹ

≉別利益

関係会社株式༷益 㸫 44

ᢞ㈨有౯証券༷益 2�6�2 7�5

⿵ຓ金入 �52 㸫

その他 252 31

≉別利益ྜ計 3�7�7 �61

≉別損ኻ

事業ᵓ㐀ᨵ㠉㈝用 㸫 ͤ１ 1�457

ᅛ定㈨⏘ฎ分損 217 22�

ッゴゎ金等 2�027 㸫

その他 52 19�

≉別損ኻྜ計 2�297 1���4

⛯金等ㄪ整๓四半期⣧利益又は⛯金等ㄪ整๓四半期
⣧損ኻ（ڹ）

�3� 1�255ڹ

法人⛯等 553 �46

ᑡᩘ株主損益ㄪ整๓四半期⣧利益又はᑡᩘ株主損益
ㄪ整๓四半期⣧損ኻ（ڹ）

2�5 2�102ڹ

ᑡᩘ株主利益 121 5

四半期⣧利益又は四半期⣧損ኻ（ڹ） 164 2�107ڹ
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(༢㸸ⓒ)
๓第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

ᑡᩘ株主損益ㄪ整๓四半期⣧利益又はᑡᩘ株主損益
ㄪ整๓四半期⣧損ኻ（ڹ）

2�5 2�102ڹ

その他の包括利益

その他有౯証券ホ౯ᕪ㢠金 ��2 1�069

Ⅽ᭰算ㄪ整຺定 495 165ڹ

㏥職⤥に係るㄪ整㢠 91ڹ 64

ᣢ分法適用会社に対するᣢ分┦当㢠 99 42

その他の包括利益ྜ計 1�3�5 1�010

四半期包括利益 1�670 1�091ڹ

（内訳）

ぶ会社株主に係る四半期包括利益 1�322 1�329ڹ

ᑡᩘ株主に係る四半期包括利益 34� 237
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【注記事項】

（連結の⠊ᅖ又はᣢ分法適用の⠊ᅖのኚ᭦）

　連結の⠊ᅖの重要なኚ᭦

ᚑ᮶、連結子会社であった株式会社ࣖࢲࢳࢵࣜࢺࢫ࢜については、株式をㆡΏしたため、当第３四半期連結

会計期間において、連結の⠊ᅖから㝖እしております。

（会計᪉㔪のኚ᭦等）

当第３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)
（会計基準等のᨵ正にక࠺会計᪉㔪のኚ᭦）

「㏥職⤥に関する会計基準」（業会計基準第26号 平成24年㸳月17日。以ୗ「㏥職⤥会計基準」とい࠺。）

及び「㏥職⤥に関する会計基準の適用指㔪」（業会計基準適用指㔪第25号 平成24年㸳月17日。以ୗ「㏥職⤥

適用指㔪」とい࠺。）を、㏥職⤥会計基準第35項本文及び㏥職⤥適用指㔪第67項本文に掲げられた定めにつ

いて第１四半期連結会計期間より適用し、㏥職⤥മ務及び務㈝用の計算᪉法をぢ直し、㏥職⤥ぢ㎸㢠の期間

ᖐᒓ᪉法を、当社及び一部の連結子会社はࢺ࣏ࣥ基準から、その他の連結子会社は期間定㢠基準から⤥算定式

基準ኚ᭦するとともに、引⋡の決定᪉法をᚑ業員の平ᆒṧᏑ務期間に㏆ఝした年ᩘに基づࡃ引⋡から、㏥

職⤥のᨭᡶぢ㎸期間及びᨭᡶぢ㎸期間ࡈとの金㢠をᫎした༢一のຍ重平ᆒ引⋡を用する᪉法ኚ᭦いたし

ました。

㏥職⤥会計基準等の適用については、㏥職⤥会計基準第37項に定める経㐣的な取りᢅいにᚑって、当第３四

半期連結累計期間の期首において、㏥職⤥മ務及び務㈝用の計算᪉法のኚ᭦にక࠺ᙳ㡪㢠を利益వ金にຍῶ

しております。

この結ᯝ、当第３四半期連結累計期間の期首の㏥職⤥に係る㈇മが4�7ⓒῶᑡし、利益వ金及びᑡᩘ株

主ᣢ分がそれࡒれ256ⓒ、56ⓒቑຍしております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業損ኻ、経ᖖ損

ኻ及び⛯金等ㄪ整๓四半期⣧損ኻのᙳ㡪は㍍ᚤであります。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

１ അⓎമ務

(1) 保証മ務

連結会社以እの会社等の金融ᶵ関からの借入等に対し、ḟのとおりമ務保証を行っております。

๓連結会計年度

(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)
レࢳ࣭࢚ࣛࢸタ࣭ࣝࢫレ࢛ࣇ

ーࢼLtda.
1�209 ⓒ

レࢳ࣭࢚ࣛࢸタ࣭ࣝࢫレ࢛ࣇ

ーࢼLtda.
1�416 ⓒ

ᚑ業員（財ᙧఫᏯ㈨金等） 1�061 ⓒ ᚑ業員（財ᙧఫᏯ㈨金等） �19 ⓒ

その他 ２௳ 26 ⓒ その他 １௳ 7 ⓒ

ྜ計 2�296 ⓒ ྜ計 2�243 ⓒ

(2) മᶒὶື化にక࠺㐳及⩏務

๓連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

1��74 ⓒ 1�479 ⓒ
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ͤ２ 四半期連結会計期間ᮎ日‶期手ᙧ

四半期連結会計期間ᮎ日‶期手ᙧの会計ฎ理については、手ᙧ日をもって決῭しております。なお、当第３

四半期連結会計期間ᮎ日が金融ᶵ関のఇ日であったため、ḟの四半期連結会計期間ᮎ日‶期手ᙧが、四半期連結会

計期間ᮎṧ㧗に含まれております。

๓連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

ཷ取手ᙧ 㸫 ⓒ 950 ⓒ
ᨭᡶ手ᙧ 㸫 ⓒ 429 ⓒ
タ備関係ᨭᡶ手ᙧ 㸫 ⓒ 20 ⓒ

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

ͤ１ 事業ᵓ㐀ᨵ㠉㈝用は、ᕼᮃ㏥職の実施にక࠺ຍ算金等であります。

　

(四半期連結ࢩࢵࣕ࢟ュ࣭ࣟࣇー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結ࢩࢵࣕ࢟ュ࣭ࣟࣇー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係るῶ౯ൾ༷㈝（のれんを㝖ࡃ↓ᙧᅛ定㈨⏘に係るൾ༷㈝を含ࡴ。）及び㈇ののれんのൾ༷㢠は、ḟ

のとおりであります。

๓第３四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日

至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日)
ῶ౯ൾ༷㈝ ��42� ⓒ ��214 ⓒ

㈇ののれんのൾ༷㢠 �2 ⓒ 30 ⓒ
　

　

(株主㈨本等関係)

๓第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１ 㓄当金ᨭᡶ㢠

ヱ当事項はありません。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間にᒓする㓄当の࠺ち、㓄当のຠຊⓎ⏕日が当第３四半期連結会計期間のᮎ日

ᚋとなるもの

ヱ当事項はありません。

３ 株主㈨本のⴭしいኚື

ヱ当事項はありません。

　

　

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１ 㓄当金ᨭᡶ㢠

ヱ当事項はありません。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間にᒓする㓄当の࠺ち、㓄当のຠຊⓎ⏕日が当第３四半期連結会計期間のᮎ日

ᚋとなるもの

ヱ当事項はありません。

３ 株主㈨本のⴭしいኚື

ヱ当事項はありません。
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(報等ࢺ࣓ࣥࢢࢭ)

【報ࢺ࣓ࣥࢢࢭ】

๓第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

報告ࡈࢺ࣓ࣥࢢࢭとの上㧗及び利益又は損ኻの金㢠に関する報

（༢㸸ⓒ）

報告ࢺ࣓ࣥࢢࢭ
その他
（注）１

ྜ計
ㄪ整㢠
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上㢠
（注）３

紙࣭ࣉࣝࣃ
事業

ージ࣓ࣥ
事業ࢢ

ᶵ⬟ᮦ事業 計

上㧗

እ部㢳ᐈの上㧗 116�35� 22�224 9�564 14��147 4�939 153�0�7 㸫 153�0�7

間の内部ࢺ࣓ࣥࢢࢭ
上㧗又は᭰㧗

2�744 ��671 2�20� 13�624 6�923 20�547 20�547ڹ 㸫

計 119�102 30��95 11�772 161�771 11��63 173�634 20�547ڹ 153�0�7

利益ࢺ࣓ࣥࢢࢭ
又は損ኻ（ڹ）

2�036ڹ 705 179 1�152ڹ 27� �73ڹ 46 �27ڹ

(注) １ 「その他」の区分は、報告ࢺ࣓ࣥࢢࢭに含まれない事業ࢺ࣓ࣥࢢࢭであり、ᗜ࣭運㍺関連業、࢚ࣥジࢽ

。業等を含んでおりますࢢࣥࣜ

２ 、1�ⓒڹに㓄分していない社㈝用ࢺ࣓ࣥࢢࢭ利益又は損ኻのㄪ整㢠46ⓒには、ྛ報告ࢺ࣓ࣥࢢࢭ

にᖐᒓしない一般管ࢺ࣓ࣥࢢࢭ間取引ᾘཤ64ⓒが含まれております。社㈝用は、主に報告ࢺ࣓ࣥࢢࢭ

理㈝であります。

３ 。利益又は損ኻは、四半期連結損益計算書の営業損ኻとㄪ整を行っておりますࢺ࣓ࣥࢢࢭ

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

報告ࡈࢺ࣓ࣥࢢࢭとの上㧗及び利益又は損ኻの金㢠に関する報

（༢㸸ⓒ）

報告ࢺ࣓ࣥࢢࢭ
その他
（注）１

ྜ計
ㄪ整㢠
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上㢠
（注）３

紙࣭ࣉࣝࣃ
事業

ージ࣓ࣥ
事業ࢢ

ᶵ⬟ᮦ事業 計

上㧗

እ部㢳ᐈの上㧗 120�122 23�990 10�210 154�322 4�723 159�046 㸫 159�046

間の内部ࢺ࣓ࣥࢢࢭ
上㧗又は᭰㧗

3�1�2 ��400 2�271 13��54 6�7�4 20�63� �20�63ڹ 㸫

計 123�304 32�390 12�4�2 16��177 11�50� 179�6�5 �20�63ڹ 159�046

利益ࢺ࣓ࣥࢢࢭ
又は損ኻ（ڹ）

��1�5ڹ �10 410 367ڹ 267 100ڹ 12ڹ 113ڹ

(注) １ 「その他」の区分は、報告ࢺ࣓ࣥࢢࢭに含まれない事業ࢺ࣓ࣥࢢࢭであり、ᗜ࣭運㍺関連業、࢚ࣥジࢽ

。業等を含んでおりますࢢࣥࣜ

２ 21ⓒڹに㓄分していない社㈝用ࢺ࣓ࣥࢢࢭ12ⓒには、ྛ報告ڹ利益又は損ኻのㄪ整㢠ࢺ࣓ࣥࢢࢭ

、ࢺ࣓ࣥࢢࢭ間取引ᾘཤ㸶ⓒが含まれております。社㈝用は、主に報告ࢺ࣓ࣥࢢࢭにᖐᒓしない一

般管理㈝であります。

３ 。利益又は損ኻは、四半期連結損益計算書の営業損ኻとㄪ整を行っておりますࢺ࣓ࣥࢢࢭ
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(１株当たり報)

１株当たり四半期⣧利益金㢠又は四半期⣧損ኻ金㢠及び算定上の基礎は、以ୗのとおりであります。

項目
๓第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

１株当たり四半期⣧利益金㢠又は
四半期⣧損ኻ金㢠（ڹ）

0.4� 6.17ڹ

(算定上の基礎)

四半期⣧利益金㢠又は
四半期⣧損ኻ金㢠（ڹ）(ⓒ)

164 2�107ڹ

ᬑ通株式に係る四半期⣧利益金㢠又は四半期⣧損ኻ金
㢠（ڹ）(ⓒ)

164 2�107ڹ

ᬑ通株式の期中平ᆒ株式ᩘ(株) 341�915�051 341���9�322

（注）１ ๓第３四半期連結累計期間の₯在株式ㄪ整ᚋ１株当たり四半期⣧利益金㢠については、₯在株式がᏑ在しな

いため記載しておりません。

２ 当第３四半期連結累計期間の₯在株式ㄪ整ᚋ１株当たり四半期⣧利益金㢠については、１株当たり四半期⣧損

ኻであり、また、₯在株式がᏑ在しないため記載しておりません。

(重要なᚋⓎ事象)

ヱ当事項はありません。
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２ 【その他】

ヱ当事項はありません。
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第部 【ᥦฟ♫のಖド♫➼の情報】

ヱ当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成27年２月13日

三菱製紙株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤 原 明 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 唐 澤 正 幸 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 安 永 千 尋 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三菱製紙株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三菱製紙株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。



  

【提出書類】 ☜認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の㸶第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年２月13日 

【会社名】 三菱製紙株式会社  

【英訳名】 Mitsubishi Paper Mills Limited  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴 木 邦 夫  

【最㧗財務責任者の役職氏名】   㸫  

【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号  

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１ 【四半期報告書の記載内ᐜの適正ᛶに関する事項】 

当社代表取締役社長鈴木邦夫は、当社の第150期第３四半期（自  平成26年10月１日  至  平成26年12月31日）

の四半期報告書の記載内ᐜが金融商品取引法௧に基づき適正に記載されていることを☜認いたしました。 

  

２ 【≉記事項】 

☜認に当たり、≉記すべき事項はありません。 


